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入札結果等の公表に関する事務取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、建設工事等に係る入札結果等の公表に関し必要な事項を定める。 

（公表対象） 

第２条 公表の対象は、次の各号に掲げる業務で、設計金額が四街道市財務規則（昭和４０

年規則第１号）第１０７条に定める額を超えるものとする。 

⑴ 建設工事 

⑵ 測量・建設コンサルタント業務等 

⑶ 物品の売買、役務の提供等 

（公表の時期及び内容） 

第３条 公表する時期及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。 

⑴ 一般競争入札に付した場合にあっては、落札者の決定後、速やかに四街道市一般競争

入札実施要領第１６条に規定する書類の写しを公表するものとする。 

⑵ 指名競争入札に付した場合にあっては、落札者の決定後、速やかに指名業者一覧表（様

式第１号）及び開札調書の写しを公表するものとする。 

⑶ 随意契約によることとした場合にあっては、契約の相手方及び契約金額の決定後、速

やかに随意契約結果書（様式第２号）を公表するものとする。 

⑷ 前各号の規定により公表する開札調書の写しには、予定価格及び調査基準価格を記載

する欄を設け、該当する事項を記載するものとする。ただし、予定価格については、こ

れを公表することにより、市に不利益が生じるおそれがある場合はこれを公表しないこ

とができるものとする。 

⑸ 低入札価格調査の対象となった入札については、開札調書の写しに「低入札価格調査

実施」と記載するものとする。 

 

（公表の方法） 

第４条 公表の方法は、経営企画部契約課窓口において閲覧の方法をもって公表するほか、 

 電子入札により行われたものについては、インターネットを利用し、当該入札結果を公表 

するものとする。 

２ 経営企画部契約課窓口において公表する閲覧書類は、閲覧場所以外に持ち出してはなら

ない。 

（閲覧日及び閲覧時間） 

第５条 閲覧日及び閲覧時間は、四街道市の休日に関する条例（平成元年条例第２５号）第

１条第１項各号に規定する日を除く日の午前９時から午後５時までとする。 

（公表の期間） 

第６条 公表の期間は、入札に付した場合にあっては、原則として入札をした日の属する年

度及び翌年度まで、随意契約によることとした場合にあっては、契約を締結した日の属す

る年度及び翌年度までとする。 

 

      附  則 

１  この要領は、平成７年４月１日から施行する。 

  （入札結果等の公表に関する事務取扱い要領の廃止） 

２  入札結果等の公表に関する事務取扱い要領（昭和５７年６月１日制定）は、廃止する。 

   附 則 

この要領は、平成１１年４月１日から施行する。 

      附 則 

この要領は、平成１３年４月１日から施行する。 

      附 則 

この要領は、平成１４年４月１日から施行する。 
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   附 則 

この要綱は、平成１５年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日に施行し、同日以後に公表する入札結果等から適用する。 

 


